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第 1 本 書 面 にお け る主 張概 要

平成 27年 大法廷判決 の多数 意見 は、夫 婦 同氏制 を定 める民法 75

0条 の合理性 を基礎付 ける事情 と して、「氏 は家族 の呼称 として の意 義 」

があ り、夫婦が同一の氏 を称す る ことは、「家族 とい う一 つの集 団 を構

成す る一員 であるこ とを、対外的に公示 し、識別 す る機能 を有 して い

る」こと、「特 に婚姻 の重要な効 果 として夫婦 間の子 が夫婦 の共 同親 権

に服す る嫡 出子 とな るとい うことが ある とこ ろ、嫡 出子で あ る こ とを

示す ために子が両親双方 と同氏であ る仕 組み を確 保す るこ とに も一 定

の意義がある」 ことな どの事情 を挙 げた。

また、本訴訟 において、被告 も、本件各 規 定 の合 理性 を基 礎 付 け る

事情 として、平成 27年 大法 廷判決 の上記部 分 を引用 して い る (被 告

準備書面 (1)第 第 2の 3121イ ・ 14～ 15頁 、準備 書面 14)第 5の 1回 イ

(イ )・ 23頁 等 )。

こ うした判断は、結局の ところ、“婚姻 中の夫婦 とその間 の嫡 出子 "

といった家族形態 を典型 的家族 と捉 え、家族 の呼称 と して の氏 の機 能

を重視す るものである。

しか しなが ら、 1947(昭 和 22)年 に夫 婦 同氏制 を定 め る民法

750条 が成立 してか ら現在 (2026年 2月 )ま で に、す で に 79

年 が過 ぎ、婚姻 。家族 の形態 は大 き く変化 した。 平成 27年 大 法廷 判

決 が特別視 した “夫婦 とその間の嫡 出子 "と い う家族 形態 はす で に大

多数 で ある とか標準的で ある とはい えず 、そ れ以外 の世帯割 合 が増加

してい る し、同一世帯で あって も必ず しも皆 同一 の氏 を称 す る わ けで

はな く、別氏家族・別氏親子 の世 帯 も相 当数存 在 して い る。

また、2024(令 和 6)年 の民法 改正 は、多様 な家族や養 育 の あ り

方 を認 め、本年 2026(令 和 8)年 4月 よ り婚 姻外 の父母 も子 の共

同親権者 となることがで きる よ うになつた。 これ に よ り、子 の 父母 が
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共 同親権者であるこ とは、平成 27年 大 法廷判決 の指摘 とは異 な り、

す でに 「婚姻 のみの重要 な効果」 とい うこ とはで きな くな った 。 平 成

27年 大法廷判決 が前提 とした事笑 が失 われ る とい う大 きな事 情 変 更

が あったのである。以上 について、第 2で述べ る。

また、平成 27年 大法廷判決は、夫婦同氏制 の根拠 の 1つ と して「家

族 を構成す る個人が、 同一 の氏 を称 す る こ とに よ り家族 とい う一つ の

集 団を構成す る一員 で あ るこ とを実感す る意 義」 を挙 げ、夫婦 同氏 制

が全ての家族や夫婦 の絆 や 円満 さに寄与す る ものであ るか の よ うに論

じてい る。 しか し、夫婦 の氏 と夫婦 関係 が 円満 で ある こと、家 族 の絆

が強い こととは全 く別 の問題 であ る。この点 につ いて、第 3に お い て 、

諸外国 との離婚率 を比較 して述べ る。

さらに、第 16準 備書面提 出後 も選択的 夫婦 別氏制度 を希 望す る国

民の声が増 えてい るこ とについて、第 4に て追加 の主 張立証 を行 う。

第 2 家族 の形態の変化 と多様化

1 家族 の形態の変化

但)世 帯構造の変化

昭和 22年民法改正当時は、「三世代以上が同居する大家族 」の形 態

が一般的であり、「夫婦のみの世帯」(初期の統計上は、「夫婦 と未婚 の

子のみの世帯」も含んでいた )と 同程度 の割合の三世代世帯が存在 し

ていた。

その後、表 lの とお り、昭和 30年 代の高度経済成長期に入 り、「三

世代世帯」の割合が減 る代 わ りに 「単独世帯」の割合が増えたほか、

「夫婦のみの世帯」又は 「夫婦 と未婚の子のみの世帯」の割合 が全体

のおよそ半数を占めるよ うになつた。
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(表 1は 、厚労省 「国民生活基礎調 査」 (甲 A367)よ り作 成 。 た だ

し、同調査で は、 1954(昭 和 29)年 ～ 1963(昭 和 38)年

は、「夫婦のみ の世帯」と「夫婦 と未婚 の子 のみ の世帯 」とを 、「ひ と

り親 と未婚 の子のみ の世帯」と「三世代 世帯」と「そ の他 の 世 帯」 と

をそれぞれ一括 して集計 してい る。)

さらに近年、 50歳 時の未婚割合 を示す “生涯未 婿率 "は 、 195

0(昭 和 25)年 には男性 1.75%、 女性 1.47%で あつ た が、 2

020(令 和 2)年 にイま男性 28.25%、  女性 17.81%と 著 しく

増加 してい る (甲 A368:性 別 50歳 時の未婚 割合 ,有 配 偶 割合 ,

死別割合お よび離別割合 )。

また、婚姻 をす る場合 であつて も、平均初 婚年齢 は、夫 31.1歳 、

妻 29.8歳 と男女 ともに晩婚化が進み (甲 A369:2024(令

和 6年 )の 厚労省人 口動態統計 ))、 離婚 率 は、 1947(昭 和 27)年

には約 1%で あつたが、 2023(令 和 5)年 に は 1.5%を 超 え る

に至ってい る (甲 A370)。 再婚 の割合 も増加 し、2023(令 和 5)
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年 において、いずれ か一 方が再婚で ある婚姻 は 11万 8617組 で あ

り、婚姻全体 の 25%と なってい る (甲 A371:厚 労省 人 口動 態 統

計 )。

こ うした変化 は、近年 の家族 の形 態 にも影響 を及 ば してい る。

表 2の とお り、近年 、「夫婦 と未婚 の子 のみの世帯」や「三世代 世 帯 」

の割合 は減少す る一方で、「単独世帯」、「夫婦 のみの世帯」及 び 「ひ と

り親 と未婚の子 のみ の世帯」の割 合 は増加傾 向にあ る。 2024(令 和

6)年現在では、「単独世帯」が全 世帯の 34.6%に も及 び最 も多 い。

世帯構造の年次推移 表 2

0% 20% 40% 60% 80% 1009る

1970(昭和45)年

1975(昭和50)年

1980(ほ子イ和55)年

1990(平成2)年

1995(平成7)年

2000(平 成12)年

2006(平成17)年

2010(平 成22)年

201S(平成27)年

2021(令和3)年

1 19.2    5.3導

2  16.2~6.4要

1…

い

司 貿 夏 遍 Fい 要 デ え 諄 :

35.3       5.2  12.5  6.1琴

~~~~6:3 ~~つ
〔7……て「 4再

|

.2 65 615澤

2024(令 和6)年                        24.1 713菊

醸単独世帯

夫婦と未婚の子のみの世帯

工世代世帯

爾夫婦のみの世帯

ひとり親と未婚の子のみの世帯

●その他の世帯

(表 2は 、厚労省 「国民生活 基礎 調査」 (甲 A367)よ り作成 。昭和 2

9～ 38年 の同調査 と異 な り、「夫婦 と未婚 の子 のみ の世帯」、「ひ と り

親 と未婚 の子 のみの世帯」、「その他 の世 帯」 が それ ぞれ別 回答 と して

集計 されてい る。)
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そ して、 こ うした傾 向は、今後 も続 くことが予想 されてい る。

2020(令 和 2)年 に公表 され た国立社会保 障 。人 口問題 研 究 所

の分析 によれば、表 3の折れ線 グラフの とお り、1980(昭 和 55)

年 には 40%を 超 えていた 「夫婦 と子 の世帯 」 は、 2015(平 成 2

7)年 にお よそ 26.9%に まで減 少 してお り、 その後 も減 少 傾 向 と

なることや、「単独世帯」や 「夫婦のみの世帯」の割合が増加 す る こ と

が予測 されていた。そ して実際にも、上記分 析 の とお り、近年 、「夫 婦

と子の世帯」の割合は さ らに減 り、「単独世 帯」や 「夫婦 のみ の 世 格 」

の割合 が増加 しているもので あ り、今後 も同様 の傾 向が続 くこ とが予

想 され る。

(表 3は 、「結婚 と家族 をめぐる基礎デー タ」内閣府男女共同参画局令

和 4年 2月 7日 83頁 (甲 A372)よ り,1用 )

世帯の絶対数 で見て も、表 4の とお り、「児童 のい る世帯数 」は 30

7

て舞み

尋季,9

4電〉ド鬱

a5,喩

:諄鬱.1予

2.4.0.

登〔〕.會

ユI基 .◇

甍〔li至ユ

&憩

電ltO!

鍵コ番毯拳
敬

1寺 学 _

畑 寺
と 拳

禅喩章黛

墓∋責酪

適

盛墓.塾~み｀与 持尋f｀
_尋 攣 ‐ 誓 番

'振

4,4

郵F
磯 尋 毎 尋 僣 重

― 寺 中 金
…
増

8,暮

撃独
毬韓,お

拶
壽

爾 浄
鰤 ‐

“

み
…

狼移.譲

亀2.5

2季 i拳

盈0,2

め趣

多.5

碁19

ミユと琴観と子

疑機碧静

機醤豊量鷺奮撞撞撞畜霊甕鷺
琴豊多き麓醤盛自鬱醤彗雲議髯遠喜談華警筆とそ彗事警とを警議極議崩議線鷲導承奪Ⅲ錢交誓犠筆警エ

表 3



年以上前の 1986(昭 和 61)年 に比 べて、 2019(令 和 元 )年 に

は 600万 世帯以上 も減 少 してお り、全 世帯 に 占める割合 も半 分 以 上

減少 してい る。

(表 4は 、「結婚 と家族 をめ ぐる基礎デー タ」内 閣府男女共 同参画局  令

和 4年 2月 7日 84頁 (甲 A372)よ り弓l用 )

(2) ノlヽ括

以上の世帯構 造の変化 を直視 すれ ば、現在 の 日本社会 にお い て は、

もはや 、「夫婦 と未婚 の子」とい う世帯 の形態 が標 準的で ある とか典 型

的であるとは到底い えず 、仮 に何 らかの標準 あるいは典型 の形 態 を特

定す るのであれ ば、それ は 「単独 世帯Jで あ る とい うほか ない。

また、 2024(令 和 6)年 には 「夫婦 のみ の世帯 Jの 割合 と「夫婦

と未婚 の子世帯」の割合 も逆転 し、前者 の割合 が上 回 るに至って お り、

2019(令 和元 )年 に既 に 「児童 のい る世 帯」 以外 が約 8割 とい う

高い害J合 を占め るよ うになってい る。

8

表 4
斃

婚

一軽

襲

頚

蕩

節
．

郵

知

Ｓ

ａ

雲螂

l騨

主霞確桝臼

虫窮1,D

Ait贈

ユ000

90籐

田lB

珂組

2t憲

ξ

掛 季 帝嗚` 今
｀
、
“

｀ ■4｀ 予
｀
,◆ ゝ 夢 妻

路キ` 輩` お 減 挙 計 挙 す 。 金 す

尭霊幹等ヽ募整妻鎮農ご∫歳鬱警確占る基轟金尋募衰釜紗 そ|とす

啜理幹掛も強密撥 篭褒轄
'

〆ゴご
髯捧モI 著嗜:奪曇:煮

'こ

瑠毒をf競 監鶏襲 l'・ ,■ 4鶏爵t肴 琴箋妥争:馨 l鷲 苺姜奈

ヨを,3

看ε丁:=:晉 :

鍵逮分与ヤ姦逮警」ユ窒ヨ睦簿握基

義も緩脅 《葛機ユ



家族 の形態 は変化 し、多様化 してい るのであ り、典型的 な「家 族 」像

を特定の世帯形態で示す ことは、現代 において は困難 であ る。

2 別氏親子世帯の増加

(1)再婚家庭の別氏親子

1970年 代以降、再婚 の割合は増加 してきた (表 5。 2020年

以降は微減 )。 2024(令 和 6)年 において、いずれか一方が再婚 で

ある婚姻は 11万 7518組 であ り、婚姻全体の 24.2%と なつて

いる (甲 A371:厚 労省人 口動態統計 )。

(表 5は 、厚 労省 「人 口動態統計」 (甲 A371)よ り作成 )

再婚カップルの増加 に伴い、子連れ再婚 の件数や割合 も増加 してい

ると考えられ るところ、その中には同居親 と子の氏が異なる家 族 (世

帯 )も 相当数 あることが推認 され る。
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121 国際結婚家庭 の別氏親子

国際結婚 においては、夫婦同氏又 は別氏 を当事者 が選 択で きる。

夫妻 の一方が外 国人 である婚姻件数及 び全婚姻 件数 に占め る構 成 害1合

は、表 6の とお り、 2006(平 成 18)年 の 4.5万 件 、 6.1%を

ピー クに減少 し、 2019(令 和元 )年 までは約 2万件、約 3.5%程

度 で推移 していた (甲 A372)。
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(表 6は 、「結婚 と家族 をめ ぐる基礎デ ー タ」内 閣府男 女共同参 画 局 令 和

4年 2月 7日 79頁 (甲 A372)よ リラl用 )

もつ とも、 2020(令 和 2)年 以降は 、国際結婚 (夫婦 の一 方 が外

国人 )で ある件数 は、 2021(令 和 3)年 は 1万 6496組 、 202

2(令 和 4)年 は 1万 7895組 、 2023(令 和 5)年 は 1万 847

5組 と、再び増加傾 向にある (甲 A373:夫 婦 の国籍別婚姻数 )。
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夫婦別氏 を選択 してい る国際結婚 の夫婦 間に子 が生まれれ ば、 当然

に別氏親子世帯が生 じることにな る。

2020(令 和 2)年 の夫婦 のい る一般 世帯数 2805万 8000

世帯の内、子 のい る世帯数 は 1593万 7000世 帯 であ り、 子 のい

る世帯の割合 は 56.8%で ある (甲 A374:夫 婦 のい る世 帯 の家

族類型 ,子 どもの有無 ,就業状 態別 一般世 帯数 :± 985,2000,

2020年 )。

そ こで、上記 の割合 を、国際結婚 (夫婦 の一方 が外国人 )の 2023

(令和 5)年 のカ ップル 数で ある 1万 8475組 に乗 ず る と、 約 1万

0493世 帯が、1年間に増 える「国際結婚 の夫婦 及び子 がい る世帯 」

である と推計で きる。 そ して 、成年 まで に 18年 を要す るの で 、 18

を乗 じた 18万 8874世 帯が、「国際結婚 の夫婦 と未成年 の子 」が い

る世帯の推計数 である。

民法及び戸籍法 は、国際結婚 では夫婦別 氏 の形態 を原則 と して い る

(何 も しなけれ ば夫婦別 氏の ままで ある)の で、上記 の約 19万 世 帯

の うち、相 当数 が別氏親子世帯で あるこ とが推 認 され る。

13)離婚後 の同居別氏親子

離婚後、親権者 または親 権 を もた ない監護者 が 旧氏 に復 し、一 方 、

子 は女昏姻氏 を継続す る場合、同居 してい て も別 氏親子 世帯 とな る。

厚労省 の人 口動態統計 に よれ ば、 2024(令 和 6)年 の 離 婚 届 出

数 は 18万 5904件 で ある ところ、 この うち未 成年 の子 がい る夫 婦

は 9万 5436件 (甲 A375:人 口動 態統 計 )で あ り、父 母 が離 婚

した未成年 の子 は、 16万 4428人 で あつた (甲 A375:人 口動

態統計 )。 この中には、同居す る親子で あつて も別 氏であ る世 帯 が相 当

数 あることが推認 され る。
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14)離婚後等の別居別 氏親子 (親権者 と子 )は増加す る

2026(令 和 8)年 4月 1日 よ り、改 正民法 が施行 され 、離 婚 後 ま

たは父母が非婚 の場合 について も、共 同親権 も選 択で きる こ と とな つ

た。今後、離婚後又 は非婚 で あつて も、 共 同親権 を謎 んだ場合 に は、

親権者 と子 とい う法 的な結びつ きの強い 関係 で あつて も別 氏 で あ る と

い う親子が増 えてい くことになる。

□  事実婚家庭の別氏親子

事実婚世帯では夫婦は別氏であり、子がいる場合は当然に別氏親子

となる。

事実婚については、第 16準備書面 30～ 31頁 で主張 した とお り、

合計約 122.6万 人 と推定 され るので (表 7参照 )、 事実婚世帯数 は、

その半分の約 61,3万 世帯であると推 定す ることができる。

表 7

今回の調査結果 (事実婚の害‖今と、選択鶴夫爆別姓が法需と化されたら婚爆届を撮出する書1

舎)を、2025年 3月 の人団義計から推定した20,50代の事実婚の方の人数 (約 122.6万

人)を あわせると、選事尺白1夫婦別姓が法幣l11とされたら婚女囲届を提賊する「結婚待l後́人数J

tま 33,7万人 と推定されます。

E=CXD
結婚待機人数

25.1 11.7

9宏、4 13.7

183S 2.3% 42.2 19.0

合計 6046 122.6 38。 7

※入Cl事暮講2025等 (令雰87年 )3月孝段            ※東北大学大学続・苦騒渚教授 4/19検算

(表 7は 、あす には 「事実婚 当事者 の意 識調査 分析結果」 甲 A338の

1・ 20頁 よ り引用 )

結婚待機人数 53.7万人

(万人〉

C=AXB
事実婚の人数推辞

(万人,

D

法改正で婚1日届を出

す割合(%,

年節

A
2025年3月人Cl確

計(万人〕※

B

事実婚の割合%

62.3% 14`328歳代 1272 22.9

1321

1618

1,3%

2.0%

1,9%30歳代

40歳代 42,3%

46.1%

46`8%

50麓代
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一方、 2020(令 和 2)年 の夫婦 のい る一般 世帯数 2805万 8

000世 帯数 の内、子 のい る世帯数 は 1593万 7000世 帯 で あ り、

子のい る世帯の割合 は 56.8%で ある (甲 A374:夫 婦 のい る世

帯の家族類型 ,子 どもの有無 ,就業状態 別一般世帯数 :1985, 2

000, 2020年 )。

そ こで、この「子 のい る世帯割 合」を、事実婚 世帯推定数 の約 61.

3万世帯に乗ず る と、約 7万 1568世 帯 とな り、 これが子 が い る事

実婚世帯数である と推定す ることができ る。

すなわち、子がい る別氏親子世帯 の事実婚世 帯 は、実 に 7万 世 帯 を

超 えることが推認 できる。

3 2026(令 和 8)年 の選 択 的共 同親 権 制 の施行

2024(令 和 6)年 の民法改正 に よつて、 2026(令 和 8)年 よ

り、婚姻外関係 の父母 の子 について も、子 の利 益 を重視す る立場 か ら、

父母 の共 同親権 が認 め られ ることとなつた。

この法改正 は、「婚姻 中の父母 の嫡 出子 」のみ でな く、い ま まで 置 き

去 りに されがちであつた 「離 婚、事 実婚 、非婚 とい う多様 な家 族 形 態

の子」 の利益 の実現のた めに、嫡 出であ るか否 か を問 わず 、可 能 なケ

ースでは父母 の共 同親権 を認 めると し、 その選択 の是 非が問題 に な る

事案 では家庭裁判所 が後 見的 に介入 して判 断 し、子の利益 を確 保 す る

仕組み を創設 した ものである。

すなわち、同 じ民法 の中で も親権 法 の分 野で は、「父母 が婚姻 中 の嫡

出子」 のみをこ とさら特別 に優位 に置 こ うとす る平成 27年 大 法 廷判

決 の立場 とは真 逆 に、法 制審議会 の約 5年間 の審 議 を経て改正 案 が答

申され、全ての多様 な家族 の子 の利 益 を平等 に保護 し、父母 の 責務 を

13



明確に しようとす る立場 に大 きく変更 したのである。 これは、 20と

3(平成 25)年 の婚外子の相続分平等化の改正 と軌 を一 にす るもの

であり、平成 27年 大法廷判決の後の大 きな事情変更である。

4  /Jヽ デ活

以上のとお り、 1947(昭 和 22)年 か ら現在 までの 79年 の間

に、家族の形態は、三世代以上の大家族や夫婦 と子の世帯が中心であ

った時代か ら、多様化 しかつ単独世帯が最多の時代に移行す るな ど大

きく変化 した。

また、家族の多様化によ り、別氏親子世帯 も相当数増加 してい るこ

とが推認 され、氏 と家族の関係性 も大き く変化 した。

平成 27年大法廷判決の岡部 ら意見が、「離婚や再婚の増加、非婚化 、

晩婚化、高齢化などによ り家族形態 も多様化 している現在 にお いて、

氏が果たす家族の呼称 とい う意義や機能 をそれほ どまでに重視 す るこ

とはできない。世の中の家族 は多数意見の指摘す るよ うな夫婦 とその

間の嫡出子のみを構成員 としてい る場合 ばか りではない」「既 に家族 と

氏の結びつきには例外が存在する」などと指摘 したとお り、現在 の 日

本において、「家族」は、もはや「同一の氏を称す る夫婦 とその間 の子」

とい う概念だけではとらえることができない。

平成 27年大法廷判決は、「嫡出子であることを示すために子 が 両親

双方 と同氏である仕組み を確保することにも一定の意義がある と考 え

られる。」と説示 したが、令和 8年大法廷決定 の宮崎 。宇賀反射意 見 も

指摘す るとお り、家族の形態の多様化に照 らせば、 “嫡出子で あるこ

とを示すために子が両親双方 と同氏である仕組み を確保する"こ とが 、

夫婦同氏制を定める民法 750条 の合理的根拠になるとは到底 い えな

い 。
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そ もそ も、「子 の氏 とその両親 の氏が同 じであ る家族 とい うの は 、民

法制 度上、多様 な形態 をとることが容 認 され て い る様 々 な家 族 の在

り方の一つのプ ロ トタイ プ (法的強制力 のないモデル )に す ぎ ない と

考 え られ る。」 (令 和 3年大法廷決 定宮崎 ・宇賀 反対意 見 )。

民法は、上記 の宮崎 。宇賀反対意見 も指摘 す る とお り、1947(昭

和 22)年 の親族編改正 当初 よ り、 あるいはそれ 以前 の 1898(明

治 31)年 の明治民法成立時代 よ り、事 実婚 、非婚 、離婚 、再婚 等 に よ

り親子が別氏で ある関係 を制度 と して否 定せず 包含 し認 めてきた。

そ して、当事者 が望む場 合 にのみ 、子 は父又 は母 の氏 に変 更 し うる

(家庭裁判所 の許 可 を要す る場合 と要 しない場合 があ る)と し、親 子

同氏を全家族 に強制 して こなかった。親 子 が別氏 であ るこ とが真 に子

に不利益又 は有害である とい うな らば、全 て の親 子の 同氏 を強 制 す る

法改正 を行 うべ きであるが、その よ うな改正案 が一度 も提 唱 され て こ

なかった ことは、民法 が、親 子別氏 を子 に不利益 なもので あ る と位 置

づ けて こなかつた証左 である。

この点については、令和 4年第 二小法 廷決定 の渡退 恵理子裁 判 官 が 、

「家族 の識別機 能や一体感 を重視す る価 値観 の も とで は、再婚 相 手 が

子 の親 の氏へ変更 しない 限 り、親 の再婚 のたび にその再婚相 手 の氏 に

変更すべ き とい うこ とになるが、既 に 自意識 が芽生 えた子 に とつ て は、

実親 とのつなが りやそれ まで の人生や人格 を否 定 され た とい う意 識 を

もつ ことにもつ なが りか ねない」 と指摘 し、氏 に よる親子一 体 感 、家

族一体感 の強制 は、か えつて子の利 益 を害す る場 合 もあるこ とを指 摘

した とお りである。

第 3 夫婦 同氏制 と家族 の絆 の強 さは別 問題 であ ること

平成 27年 大法廷判決は、夫婦同氏制の合理性 を基礎付け る事 情 の
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1つ として 「家族 を構成 す る個人が、同一の氏 を称す るこ とに よ り家

族 とい う一つの集 団 を構 成す る一員 であ るこ とを実感 す る意義 」 を あ

げ、夫婦 同氏制 が家族や 夫婦 の絆や 円満 さに寄与す る もので あ るか の

よ うに論 じてい る。

仮 に平成 27年 大法廷判 決が指摘す るよ うに夫婦 同氏制が 家族 の絆

や 円満 に資す る とい うな らば、いまや 日本 は世界 で唯 一の夫婦 同氏 を

義務づ ける国であるか ら、 日本 の離婚率 は諸 外 国 に比べて低 い はず で

ある。

そ こで 日本 の離婚率 をみ てみ ると、 2023(令 和 5)年 の 日本 の

離婚率は 1.52で あ り、諸 外国 と
'ヒ

ベ て も特 に低 くはない。 ドイ ツ

1.53、 ノル ウェー 1.55、 ポー ラ ン ド1.55と 比較 して も著 し

く低い ものではないだけでな く、イ タ リア 1.4,オ ランダ 1.36、

ブルガ リア 1.41な どよ りも高い結果 とな って い る (甲 A376:

表 6-19 主要国の婚姻率お よび離婚率 :最 新年次 )。

また、離婚件数 と婚姻期 間別 の割 合分布 につ いて の調 査 に よれ ば、

同調査では、アメ リカは掲載 され ていな い ものの、それ以外 の G7加

盟 国は掲載 されてお り、イギ リス、フラ ンス、 ドイ ツ、イ タ リア 、カナ

ダは、離婚 までの婚姻期 間が 10年 以上 であ るケース がボ リュー ム ゾ

ー ンであるのに対 して、 日本 は、婚姻期 間が 5年 ～ 9年以 上 で あ るケ

ースが既 に 2割 弱 を占めてお り、 日本 はむ しろ婚姻 関係 が破 綻 し離 婚

となる期 間が比較 的短い こ とが明 らか となってい る (甲 A377:離

婚件数及び婚姻期 間別 の割合 分布 (利 用 可能 な最 新年 :20上 5-2

024年 )J)。

す なわち、夫婦 の氏の異 同 と夫婦 や家族 の絆 の強 さや 円満 さ とは全

く別問題 である。夫婦 同氏制 を採用 す る ことに よつて家族 や 夫 婦 の絆

が強ま る とか、選択的夫 婦別 氏制度 を採 用す る と家族 や夫婦 の 絆 が弱
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まるといつた主張 は、抽 象 的・感覚 的な もの にす ぎず 、夫婦 同氏 の例

外 を一切認 めていない こ との合理 的な理 由には な らない。

第 4 国民の意識 の変化 を裏付 ける新たな動 き

1 経営者 に対す る調査

日本経済団体連合会が 2024(令 和 6)年 6月 10日 、選択 的夫

婦別氏制度の導入 を求める提言 (甲 A54)を 公表 したことは第 1準

備書面 11頁 で述べたところであるところ、 日本経済新聞は、 202

5(令和 7)年 9月 に、国内主要企業の社長 (会長 などを含む )に 対 し

て、「社長 100人 アンケー ト」を実施 した。

その結果、選択的夫婦別氏制度の導入について、企業 トップの 9割

超が賛成意見を示 した (甲 A378:日 本経済新聞デジタル記事 )。

同記事では、経営者の声 として、「姓の変更がキャ リアや アイデ ンテ

ィティーに影響を与えることもあり、主 に女性に手続 きの負担 が偏 つ

ている現状は改善すべきだ」、「個人の能力 と無関係な ところで不利益

が生 じる可能性のある現状は企業に とつて優秀な人材 の意欲 をそぎ、

能力発揮を妨げる」などのコメン トが紹介 されている。経済界 では、

多様性の尊重 とい うネ見点や、海外進 出の場面な ど経営上不可欠 とい う

視点か ら、選択的夫婦別氏の導入 を求める動きが加速 している。

2 地方議会 による選択 的夫婦別氏制度導入 を求 める決議 の増加

地方議会においては、国に対 して選択的夫婦別氏制度 の導入 を求 め

る意見書が採択 され続けてい る。 2025(令 和 7)年 7月 15日 時

点において、意見書が採択 された議会の合計数は 410議 会で あつた

が (甲 A335:地 方議会意見書一覧 )、 2026(令 和 8)年 2月 1

6日 時点において、かか る意見書が採択 され た議会の合計数 は 429
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議会に及んでいる (甲 A379:地 方議会意見書一覧 )。

令和 3年大法廷決定が出 された 2021(令 和 3)年 6月 23日 時

点では、意見書が採択 された議会の合計数 は 194議 会であつたが (甲

A379)、 その後 235以 上もの議会が選択 的夫婦別氏制度 の導入 を

求める意見書を採択 したこととなる。

ここで、 2026年 2月 16日 までに選択的夫婦別氏制度 の導 入 を

求める意見書が採択 された都道府県・市区町村の人 口 (住 民基本 台帳、

2024年 1月 現在)を 合計す ると、 9045万 7357人 とな る。

これは、 2024年 1月 時点の 日本 の総人 口 1億 2488万 5175

人の、実に 72.43%と なる。

従前の意見書が採択 された都道府 県 。市 区町村 の人 口は、

2024(令 和 6)年 8月 時点で、8281万 9698人 (総 人 口の

66.32%)

2025(令 和 7)年 8月 7日 時点で 9024万 8563人 (総 人

口の 72.26%)

であったが、その後 も採択が増え続けているとい うこ とになる。

この数値は、各種アンケー トにおいて選択的夫婦別氏制度 に賛成 と

の回答が 6～ 7割 以上 とい う結果が頻出 している状況 をさらに上回 る

ものである。

3  ′Jヽ すr舌

選択的夫婦別氏制度の導入を希望する国民の声は、 2025(令 和

7)年 8月 15日 付第 16準 備書面以降 も増加 してお り、国民 の意識

は変化 し続けている。

18



第 5 ま とめ

以上のとお り、 1947(昭 和 22)年 に夫婦同氏制 を定 める民法

750条 が成立 してか ら現在 (2026年 2月 )ま での間に、婚女因・

家族の形態は多様化 し、大きく変化 した。

また、 2026(令 和 8)年 4月 1日 よ り選択的共同親権制 が施行

され、離婚、事実婚、非婚 といった多様 な家族の子の利益の実 現 をは

かろうとすることとなった民法の変化は、平成 27年 大法定判 決後 の

大きな事情変更である。

さらに、平成 27年 大法廷判決は、夫婦 同氏制の根拠 の 1つ と して

「家族を構成す る個人が、同一の氏を称す ることによ り家族 とい う一

つの集団を構成す る一員 であることを実感す る意義」 をあげ、夫婦 同

氏制が家族や夫婦の絆や 円満 さに寄与す るもので あるかのよ うに論 じ

ているも、夫婦の氏 と夫婦関係が円満で あることと家族の絆が強い こ

ととは全 く別の問題であることは、統計上も明 らかである。

家族の形態は 日々変化 し多様化 しているのに、その中の 1つ の形態

だけを典型的な 「家族」像 として描 き特別 に保護す ることに拘 泥 し、

そこに全ての国民をあてはめ続けよ うとす る と、その形態 に合 わない

人々に不利益をもた らし人権侵害が起き うる。その最たる例が 、夫婦

同氏を強制する現行制度である。

現在の夫婦同氏制度の必要性 と合理性は、既に失われてい る。

家族の形態の変化、そ して、増力日し続 ける選択的夫婦別氏 制度 を希

望する国民の声を直視 した判断が下 され るべきである。

以上
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